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　５月８日から、新型コロナウイルス感染症は、季節性インフルエンザなどと同じ「５類感染症」に変更され、
日常での基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねられました。
　また、次のような場面では、マスクの着用が推奨されていますので、参考にしてください。
　▶医療機関を受診する時
　▶通勤ラッシュなどで混雑した電車やバスに乗車する時
　▶高齢者など重症化しやすい人が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時
○発熱などの症状や検査キットでの陽性反応が出た場合
　かかりつけ医または近くの医療機関に電話でご相談ください。

新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム　☎22-9106問

May

夢あふれる　未来のまち　平戸 お知らせ版
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問　人事課人事班　☎22-9104

○申込期限　６月９日（金） ○第１次試験日　７月９日（日）

※受験資格、試験内容などの詳しい情報は、人事課人事班までお問い合わせください。また、市ホームページにも詳しく掲載し
　ています。

区　分 採用予定数試験職種

資格
免許職

大学卒
程度

看護師

社会福祉士

土木

消防吏員Ａ

行政

土木

令 和
５年度 平戸市職員採用試験

○（ ）内の日付は口座振替日です　

　※振替ができなかった場合は、原則として翌月12日に再振替します。（土日、祝日の場合は翌営業日）

○納税通知　▶軽自動車税　5月初旬　▶固定資産税　５月中旬　▶その他の税目　１期目の支払月中旬

○滞納の場合　納期限後、一定期間を経過すると、督促手数料や延滞金を徴収することになります。

　また、財産差し押さえなど滞納処分を受ける場合もありますので、税金（保険料）は納期内に納めましょう。

軽自動車税 固定資産税 市県民税 国民健康
保険税

後期高齢者
医療保険料介護保険料
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税　目納期限
※（）内は口座振替日

税務課総務徴収班　☎22-9115問

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

高校卒
程度

市立病院での看護業務

福祉に関する専門業務

土木に関する専門業務

消防に関する専門業務

一般行政事務

土木に関する専門業務

水産

林業

一般事務

土木

船員

消防吏員Ｂ

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

水産に関する専門業務

林業に関する専門業務

一般行政事務

土木に関する専門業務

市営交通船での機関士業務

消防に関する専門業務

職務内容区　分 採用予定数試験職種

　　求む！
平戸を愛する若人！

　市民協働の担い手として活躍できるよう、採用後は市内に居住できる人をお待ちしています。

大学卒
程度

職務内容
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■中部出張所　☎22-9180　■南部出張所　☎22-9190　■舘浦出張所　☎22-9204　■度島連絡所　☎22-9176
■平戸市役所　☎22-4111　■生月支所　☎22-9200　■田平支所　☎22-9210　■大島支所　☎55-2511

Please 
Check 「募集」「お知らせ」などの重要な「情報」が満載

15日号も見落とさないで、要チェック！

見逃せない情報がココに
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○対象者　以下のすべてに該当している人
　①平戸市内に住所を有する
　②昭和34年4月1日以前生まれ
　③市税などの滞納がない
　④初めてスマホを購入
　⑤マイナンバーカードを取得中または申請中
○対象期間　４月１日（土）～令和６年３月31日（日）

平戸市高齢者スマートフォン購入支援事業
キャッシュレス決済サービスに利用可能な20,000円分のポイントがもらえる

○ポイントをもらうには
　①ドコモショップ平戸店で対象のスマホを購入
　②スマホ講座を受講し「ひらどナビ」を取得、また
　　は、「平戸市公式LINE」を友だち追加
　③ポイント付与申請書を提出
　　※約２週間後にポイントを進呈します

問　総務課情報政策班　☎22-91０８

　食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の
支援を行うために、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
○対象者　下表のとおり
　※申請が不要な人には５月中に通知し、児童手当または児童扶養手当などの受給口座に振り込みます
○支給額　児童１人につき５万円　　　○申請期間　６月１日（木）～令和６年２月29日（木）
○申請窓口　こども未来課、各支所・出張所（様式は市ホームページでもダウンロードできます）

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金

支給対象者 申請の要否

不要

必要

①令和５年３月分児童扶養手当受給者

②公的年金などの受給により、①に該
当しない人（児童扶養手当の所得制限
限度額を下回る人に限る）

③食費などの物価高騰の影響を受けて
家計が急変している、児童扶養手当を
受給している人と同じ水準の収入の人

支給対象者 申請の要否

不要

必要

④平戸市から令和４年度「低所得の子
育て世帯に対する生活支援特別給付
金（ひとり親世帯以外の低所得の子育
て世帯分）」を受給した人

⑤18歳になる年度末までの子（障害の
ある児童については20歳未満）を養育
する父母などであって、家計が急変し、
住民税非課税相当の収入となった人

ひとり親世帯 その他世帯

先着

250人！！

問　こども未来課子育て支援班　☎22-9137

令和５年度も実施！！


